
川崎市立川崎病院サービス向上委員会設置要綱 
 
 （趣旨） 
第１条 この要綱は、川崎市立川崎病院サービス向上委員会（以下「委員会」という。）の設

置、運営等に関して、必要な事項を定める。 
 
 （設置） 
第２条 川崎市立川崎病院院長（以下「病院長」という。）の諮問機関としての役割を担って、

川崎市立川崎病院の職場環境を整え、職員のモチベーションを高めるとともに、患者サー

ビスの充実と医療の質、療養環境の向上や市民交流の推進を図るため、委員会を設置する。 
 
 （所掌事務等） 
第３条 委員会は、次の各号に掲げる所掌事務等を行う。 

（1） 患者満足度調査の実施に関すること。 
（2） 患者満足度調査の分析結果による改善項目の抽出及び今後の対応並びに関連委員会

との調整に関すること。 
（3） 患者からの投書、職員の声及び川崎市立川崎病院三役会（以下「三役会」という。）

で決められた検討事項への対応に関すること。 
（4） 患者家族対応及び職員間の接遇教育・指導に関すること。 
（5） 病院利用者に対する環境の整備に関すること。 
（6） 接遇教育研修の実施に関すること。 
（7） 季節行事の実施に関すること。 
（8） ボランティア活動の実施に関すること。 
（9） 院内掲示板点検の実施に関すること。 
（10）前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。 

 
 （組織の構成等） 
第４条 委員会は、委員長、副委員長及び委員（以下「委員長等」という。）をもって組織す

る。 
２ 委員長及び副委員長は、病院長が、三役会に諮って任命する。 
３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 
５ 委員は、各診療科部（科）長及び課(科)長が推薦した者を、病院長が、三役会に諮って任

命する。 
６ 書記は、委員の中から、委員長が委員会に諮って決定する。 
 
 



 （委員長等の任期） 
第５条 委員長等の任期は、任命された日から１年間とする。ただし、後任の委員長等が任

命されるまでの間は、引き続き委員長等としての職務を遂行する。 
２ 補欠の委員長等の任期は、前任者の残任期間とする。 
３ 委員長等の再任は、妨げない。 
 
 （委員会） 
第６条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 
２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
３ 委員会の議事は、出席委員の総意をもって決するものとする。 
 
 （関係者の出席） 
第７条 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説

明を求めることができる。 
 
 （部会等の設置） 
第８条 委員会には、必要な事項を調査検討等するため、部会等を設置することができる。 
２ 部会等の構成員は、委員の中から委員長が指名する。 
３ 部会等は、必要に応じて委員長が召集する。 
４ 委員長は、部会等で調査検討等した事項は、委員会に報告する。 
５ 部会等において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めるこ

とができる。 
 
 （病院長からの指示等） 
第９条 委員長は、病院長からの諮問事項等についての調査審議結果を病院長に報告し、そ

の指示等を仰ぐものとする。 
 
 （三役会での承認等） 

第 10 条 委員長は、委員会での調査審議結果を三役会に報告し、その承認を得るものとする。 
 
 （庶務） 

第 11 条 委員会の庶務は、事務局において処理する。 
 
 （その他必要な事項） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。 
 
 
 



   附 則 
この要綱は、平成１５年９月１９日から施行する。 
 

   附 則 
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
 

   附 則 
この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
 

   附 則 
 （施行期日） 

１．この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 
 
（関係要綱の廃止） 
２．次に掲げる要綱は廃止する。 
 川崎市川崎病院業務改善委員会設置要綱 
 

   附 則 
 （施行期日） 

１．この要綱は、令和６年５月１日から施行する。 
 
（関係要綱の廃止） 
２．次に掲げる要綱は廃止する。 
 川崎市川崎病院ボランティア推進委員会設置要綱 
 


